
(1)地域主権戦略会議の法制化【第１次】

・内閣総理大臣ほか関係大臣等で地域主権改革に関する施策等を検討する会議を法制化。
(2)国と地方の協識の場の法制化【第１次】

・内閣官房長官、関係各大臣と地方６団体が地域主権改革の推進に向けた協議を行う。

(3)譲務付け･枠付けの見直しと条例制定権の拡大【第１次】【第２次】

・自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務付け･伜付けを見直し、関係
法律を一括改正。（第１次：４１法律）（第２次：160法律）

①施設・公物設置管理の基準

→国が法律で定めている設置・管理の基準を条例に委任。

（施設等の基準：政省令で規程→条例で規程、政省令は条例制定の基率となる｡）

②協議、同意、許可、認可、承認

→自治体の事務であるにもかかわらず国が義務付けている関与を見直し
③計画等の策定及び手続き

→計画等の策定義務や策定に関しての国への協議の見直し
ゴ

(4)基礎自治体への権限移醸【第２次】
都道府県の権限の市町村への移譲。（４７法律）

◆施行日：①公布日（第１次：Ｈ23.5.2第２次：Ｈ23.8.30）
…直ちに施行できるもの。

②公布日から３ヶ月を経過した日（第１次：Ｈ23.8.2第２次：Ｈ23.1130）
…政省令等の整備が必要なもの。

③経過措置あり（第１次、第２次：Ｈ２４４１[一部はH25.41]）
…地方自治体の条例や体制整備が必要なもの。

■麓務付け･枠付けの見直し･条例制定件の拡大への対応(４１法律）
（庄原市対応５法令。残りは政令市･中核市･保健所市･指定都市等までの対応｡）

恩

２

関係法律の改正により次の８条例等の制定が必要となる。施行日：Ｈ24.4］（経過措置1年あり）
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介讃保険法（指定地域密

着型サービス）
市町が行う地域密潜型介艘サービス費の審査等の事務に適用する基準

として、新たに市町条例のI1ill定が必要。［従うべき基準］
高齢者

福祉課

２
介護保険法（指定地域密

着型介護予防サービス）
市町が行う地域密藩型介艘予防サービス費の審査等の事務に適用する

基準として､新たに市町条例のIill定が必要。［従うべき基riE･標準･参酌］
高齢者

福祉課

３ 公営住宅法

条例の制定又は改正により①単身入居希望者等への対応、公営住宅の整

備基準及び②入居者の収入基畑を定める必要がある。［参酌］
③同居親族の要件基単[任意］（要件基準廃止後[経過措圃無し]、市では
要件を維持すると判断）

都市

整備課

４ 道路法 条例の制定又は改正により、①道路柵造の技術的基準及び②道路標識等
の様式に係る基準を定める必要がある。［参酌］

建設課

５ 河川法
準用河川の管理者である市町は、条例の制定または改正により、inl川管

理施設の設圃や河川管理者以外の者による工作物設極の許可に関する
技術基準を定める必要がある。［参酌］

建設課












